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(57)【要約】
【課題】ユーザーによるタッチパネル上の複数同時接触
を識別できるようにする。
【解決手段】タッチセンサー装置、そのタッチセンサー
装置に接続されたマイクロコントローラ、およびそのマ
イクロコントローラに接続された電子アプリケーション
を備えた多点タッチセンサーシステムであり、タッチセ
ンサー装置は電気的に絶縁された複数の導電性領域を有
し、ユーザーによる複数同時接触を検出し、複数同時接
触のそれぞれについて出力信号を発生し、マイクロコン
トローラは、導電性領域からの出力信号を受けてその出
力信号に応じて１以上のコントロール信号を発生するよ
うに構成され、電子アプリケーションは、多数のマンマ
シン対話型オブジェクトを表示するスクリーン、および
シグナルプロセッサを有し、シグナルプロセッサは、上
記コントロール信号にしたがって上記スクリーン上のマ
ンマシン対話型オブジェクトの外観を変更する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的に絶縁された複数の導電性領域を有し、上記導電性領域がユーザーによる複数同
時接触を検出して複数接触のそれぞれについて出力信号を発生するように構成されている
タッチセンサー装置と、
　上記タッチセンサー装置と接続され、上記導電性領域からの上記出力信号を受けてその
出力信号に応じて１以上のコントロール信号を発生するように構成されているマイクロコ
ントローラと、
　上記マイクロコントローラに接続されており、多数のマンマシン対話型オブジェクトを
表示するスクリーンと上記コントロール信号を受けてそのコントロール信号に応じて上記
スクリーン上のマンマシン対話型オブジェクトの外観を変更するシグナルプロセッサを備
えた電子アプリケーションと、
　を備えることを特徴とする多点タッチセンサーシステム。
【請求項２】
　上記マイクロコントローラがさらにノイズフィルタを含み、そのノイズフィルタは、上
記タッチセンサー装置に接続され、そのタッチセンサー装置によって発生した出力信号の
ノイズを減少させるように構成されている請求項１記載の多点タッチセンサーシステム。
【請求項３】
　上記マイクロコントローラがさらにＡＤ変換器を含み、そのＡＤ変換器は、上記タッチ
センサー装置によって発生した出力信号をデジタル化するように構成されている請求項１
記載の多点タッチセンサーシステム。
【請求項４】
　上記マイクロコントローラがさらに記憶装置を含み、その記憶装置は、上記タッチセン
サー装置によって発生した出力信号に適用される信号処理アルゴリズムを記憶するように
構成されている請求項１記載の多点タッチセンサーシステム。
【請求項５】
　上記マイクロコントローラがさらにインターフェイス回路を含み、そのインターフェイ
ス回路は、電子アプリケーションを上記マイクロコントローラに接続するように構成され
ている請求項１記載の多点タッチセンサーシステム。
【請求項６】
　上記インターフェイス回路は、専用インターフェイス回路、ＵＳＢ対応のインターフェ
イス回路またはＲＳ－２３２インターフェイス回路である請求項５記載の多点タッチセン
サーシステム。
【請求項７】
　上記電気的に絶縁された導電性領域が、単一のサイズかまたは少なくとも二つのサイズ
からなる請求項１記載の多点タッチセンサーシステム。
【請求項８】
　上記電気的に絶縁された複数の導電性領域のうちの少なくとも一つの導電性領域が、三
角形、長方形および正方形からなるグループの中から選択された形状を有する請求項１記
載の多点タッチセンサーシステム。
【請求項９】
　さらに、上記タッチセンサー装置と上記マイクロコントローラの間に介設されるととも
に、上記導電性領域からの出力信号を受けて上記出力信号に応じて多数の接触位置情報を
測定するように構成されているタッチセンサー装置ドライバを含み、
　上記マイクロコントローラは、上記位置情報を受けてその位置情報に応じて１以上のコ
ントロール信号を発生するように構成されている請求項１～８のいずれか１項に記載の多
点タッチセンサーシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は一般にタッチセンサーディスプレイ技術に関し、特に、多点タッチセンサーシ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ほとんどすべての電子アプリケーションは、プッシュボタン、キーボード、およ
びマウスのようなマンマシン対話用ユーザー・インターフェースを備えている。
【０００３】
　様々なユーザー・インターフェース関連技術の中で、タッチセンサーディスプレイ（“
タッチスクリーン”や“タッチパネル”として知られている）は、直観的であり使いやす
いことからますます一般的になってきている。タッチセンサーディスプレイは電子アプリ
ケーション、特にポータブル装置や公共システムに広く使われている。
【０００４】
　ユーザー・インターフェースとしてのタッチセンサーディスプレイは、ユーザーがディ
スプレイに触れたことを検出して電子信号に変換し、その電子信号をシグナルプロセッサ
に送信し、信号分析を通して、シグナルプロセッサはタッチセンサーディスプレイ上のユ
ーザーの接触位置を特定し、ユーザーが触れた位置に応じて１以上の該当するオペレーシ
ョンを実行する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記状況を鑑みてなされたものであり、同時に押された少なくとも二カ所の
接触を識別することができる多点タッチセンサーシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決した本発明は、電気的に絶縁された複数の導電性領域を有し、上記導電
性領域がユーザーによる複数同時接触を検出し複数接触のそれぞれについて出力信号を発
生するように構成されているタッチセンサー装置と、
　上記タッチセンサー装置と接続され、上記導電性領域からの上記出力信号を受けてその
出力信号に応じた１以上のコントロール信号を発生するように構成されているマイクロコ
ントローラと、
　上記マイクロコントローラに接続されており、多数のマンマシン対話型オブジェクトを
表示するスクリーンと上記コントロール信号を受けそのコントロール信号に応じて上記ス
クリーン上のマンマシン対話型オブジェクトの外観を変更するシグナルプロセッサを備え
た電子アプリケーションと、
　から構成される多点タッチセンサーシステムである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る多点タッチセンサーシステムが、電気的に絶縁された複数の導電性領域を
有し、それらの導電性領域はユーザーによる複数同時接触を検出し、上記複数接触に従っ
て出力信号を発生させて、マイクロコントローラとオペレーション装置による後続処理に
用いられることで、同時に押された少なくとも二カ所の接続を識別することが可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　上記した本発明の特徴および利点、さらにその付加的な特徴および利点をより明瞭に理
解するため、図面を参照しながら好ましい実施例について詳しく説明する。
【図１】図１は電圧分配器を示すブロック図である。
【図２】図２は、２本の指が同時に触れられる単一のタッチセンサー領域を有する装置の
ブロック図である。
【図３】図３は、実施例に係る、６本の指が同時に触れるマルチタッチセンサー領域を有
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する装置のブロック図である。
【図４Ａ】図４Ａは、実施例に係る、図３に示したマルチタッチ装置が制御回路に接続さ
れ制御される構成を示したブロック図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、実施例に係る、図３に示したマルチタッチ装置が制御回路に接続さ
れ制御される構成を示したブロック図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施例に係る、複数導電性領域を有するタッチセンサー装置を示す
ブロック図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施例に係る、複数導電性領域を有するタッチセンサー装置を示す
ブロック図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、実施例に係る、複数導電性領域を有するタッチセンサー装置を示す
ブロック図である。
【図６】図６は、実施例に係る、複数導電性領域を有する多点タッチセンサーパネルの断
面図である。
【図７】図７は、実施例に係る、多点タッチセンサーシステム内でのデータの流れを示す
フローチャートである。
【図８】図８は、実施例に係る、第一の多点タッチセンサーシステムを示すブロック図で
ある。
【図９】図９は、実施例に係る、第二の多点タッチセンサーシステムを示すブロック図で
ある。
【図１０】図１０は、実施例に係る、多点タッチセンサーシステムの動作を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面に示された実施例に基づいて本発明を詳しく説明する。
【００１０】
　以下の詳細説明における多数の具体例は、本発明の主題を理解するために説明されたも
のであるが、この技術分野に熟練した者にとってそれらの詳細説明なしに上記主題を実施
することができることは明らかである。また、実施例が不明瞭にならないように、他の例
の、公知の方法、手段、構成および回路については詳細に記載していない。
【００１１】
　各種産業上の利用を目的として、表面音響波タッチパネル、赤外線タッチパネル、静電
容量タッチパネルおよび抵抗膜タッチパネルなど、種類の異なるタッチパネルを製造する
にあたり多くの技術を利用することができる。
【００１２】
　表面音響波タッチパネルは、タッチパネルの表面を通過する超音波を監視する。タッチ
パネルを指で触れると、音波の一部が吸収され、タッチパネル上にタッチイベントを形成
する。
【００１３】
　この超音波の変化が検出されることによってタッチ位置、すなわちタッチパネル上で指
が触れた位置が推定される。
【００１４】
　赤外線（ＩＲ）タッチパネルは、タッチ位置をとらえるために二つの方法を採用してい
る。
【００１５】
　第一の方法は、タッチパネルにおける表面抵抗から引き起こされた熱量の変化を検知す
る方法であり、第二の方法は、タッチパネル上に横および縦方向ＩＲセンサからなるアレ
イを配置し、タッチスクリーンの表面付近の変調光線の遮断を検知する方法である。
【００１６】
　静電容量タッチパネルは、例えば酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、発光ポリマー（ＬＥ
Ｐ）などタッチパネルを通して電流を導くことができる、透明導電性材料でコーティング
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されたガラスパネルである。
【００１７】
　静電容量タッチパネルはその横座標、縦座標の両方に電荷の蓄えられた領域が緻密に制
御されているキャパシタとして動作する。人体もまた電荷を蓄えている電気的なデバイス
として働くため、同様に静電容量を示す。
【００１８】
　静電容量タッチパネルの“正常な”静電容量界（その基準状態）が別の静電容量界、す
なわち、ユーザーの指によって妨げられた場合、静電容量タッチパネルのコーナー部に配
置されている電気回路は参照静電容量界内の“ひずみ”をタッチイベントとして検出し、
その情報は、静電容量タッチパネル上のタッチイベントの位置を推定するのに使用するこ
とができる。
【００１９】
　抵抗膜タッチパネルは、複数の層から構成され、２つの薄い電気的導電層、すなわち、
上側導電層と下側導電層を有し、これらの層は薄い空隙によって離間している。
【００２０】
　動作時において、下側導電層に電圧源が接続されると、下側導電層を通して電圧降下が
生じ、電流が流れる。
【００２１】
　抵抗膜タッチパネルの上側導電層をユーザーが例えば指やスタイラスペンでタッチする
と、二つの導電層はある地点で接触する。
【００２２】
　ある実施例では、上側導電層は接触ポイントでの電圧レベルに相当する信号を発生する
。この電圧信号は、抵抗膜タッチパネル上の接触ポイントの位置を測定するのに使用され
る。
【００２３】
　また、他の実施例では、一部の電流がその接触ポイントを通じて上側導電層に流れ込み
、下側導電層を流れる電流値を変化させる。
【００２４】
　この電流値の変化量は、タッチイベントとして検出され、タッチパネル上の接触ポイン
トの位置を推定するために使用される。
【００２５】
　説明のために、電圧出力信号を発生する抵抗膜タッチパネルを本発明において詳細に説
明するが、本実施例によって教示される同じことが電流の変化を検出するように構成され
た抵抗膜タッチパネルに応用できることは当該技術分野の熟練者にとって明らかである。
【００２６】
　電圧ベースの抵抗膜タッチパネルは、出力端子を持つ電圧分配器として電気的に動作す
る。図１はそのような電圧分配器を示すブロック図である。
【００２７】
　直列に接続された抵抗Ｚ１とＺ２は、上側導電層の接触ポイントによって分割された、
下側導電層の２つの部分を表している。
【００２８】
　二つの抵抗の反対側の二つの端部に電源Ｖｉｎが供給されると、出力端子Ｖｏｕｔの電
圧信号は、
【００２９】
【数１】

で示される。
【００３０】
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　説明を簡単にするため、電圧出力端子を有する抵抗膜タッチパネルを本発明の典型的な
実施例として説明するが、本発明は抵抗膜タッチパネルに限定されるものではなく、当該
技術分野で知られている他の技術に基づくタッチパネルに組み入れることが可能なことは
当該技術分野の熟練者にとって明らかである。
【００３１】
　図２は単一のタッチセンサー領域を有する装置を示したものであり、２本の指が同時に
触れている状態を示すブロック図である。
【００３２】
　抵抗膜タッチパネルは少なくとも２つの部分、即ち基板１００と接触層２００を備えて
いる。
【００３３】
　実施例によっては、基板１００は硬質材料（ガラスのような）で作られ、装置に要求さ
れる機械的な安定性を提供する。接触層２００は、例えば、ポリエチレン・テレフタレー
ト（ＰＥＴ）のような軟質材料で作られ、圧力が加えられた時に上記二つの部品が接続さ
れるようにフレキシブル媒体を提供する。実施例によっては、基板１００の上面と樹脂接
触層２００の底面はＩＴＯまたはＬＥＯのような透明導電性材料でコーティングされてい
る。
【００３４】
　抵抗膜タッチパネルはその特定の利用形態に応じ、定形または非定形など異なる形状を
持つことができる。例えば、図２に示されるタッチパネルでは、４つのエッジ（辺）を有
する長方形である。
【００３５】
　４組の電極１１０は四つのエッジに沿って配設されており、基板１００の上面の導電層
と電気的に接続されている。接触層２００は、その底面の導電層と接続される信号出力端
子２１０を備えている。
【００３６】
　具体的には、基層１００および接触層２００に付着されている導電層は、それぞれスペ
ーサー層（図２では図示しない）により間隙を介して分離されている。
【００３７】
　接触層２００の上面に対し圧力が加えられない場合には、上記二つの導電層は互いに電
気的に絶縁されている。
【００３８】
　一方、指先のような物体が接触層２００を押圧すると、接触層２００は下方に変形し上
記二つの導電層が接触する。
【００３９】
　二つの導電層の間に単一の接触ポイント、すなわち、図中“＋”記号で示されるポイン
トがある場合、タッチパネル上の接続ポイントの位置は、以下の手順で決定することがで
きる。
（ｉ）基板１００の左右のエッジにある二組の電極に電源を供給して信号出力端子２１０
の出力信号を測定し、（ｉｉ）基板１００の上側および下側エッジにある二組の電極に電
源を供給して信号出力端子２１０のもう一つの出力信号を測定する。
【００４０】
　２つの各出力信号は、二つの導電層における接触ポイントのｘ座標とｙ座標を決定する
のに役立てることができ、したがって、接触ポイントの位置を示すことになる。
【００４１】
　２以上の指がタッチパネルに同時に触れた場合、すなわち、少なくとも２つの接触ポイ
ントがある場合、図２に示された構成によるタッチパネルでは、一つにみなされた接触ポ
イントのｘ座標およびｙ座標に対応する二つの出力信号しか発生することができない。
【００４２】
　この場合、推定された位置は、おそらく、タッチパネル上の２以上の指接触ポイントの
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平均値を推定している。
【００４３】
　平均された指接触位置と二つの実際の指接触位置が、タッチパネル上の異なるインター
フェースオブジェクトに相当する場合、二つの指先接触ポイントの平均を測定すると、ユ
ーザー・インターフェース装置としてのタッチパネルを使用する電子アプリケーションは
、ユーザーの指示を正確に読み取ることができない。
【００４４】
　この問題を回避するには、ユーザーはタッチパネルに対し、同時に二つの指接触が起こ
らないように十分注意しなければならない。このような制約は、タッチパネルを、より高
機能なマンマシン対話型オペレーション用のマルチタッチ機能を必要とする支援アプリケ
ーションにすることを阻んでいる。
【００４５】
　図３はマルチタッチセンサー領域を有する装置であって、実施例に従って６本の指が同
時に触れている状態を示すブロック図である。
【００４６】
　図２に示したタッチパネルと同様に、図３に示すタッチパネルもまた、基板３００と接
触層４００を備えており、それぞれ導電層がコーティングされている。
【００４７】
　４組の電極が基板３００の４つのエッジに配設されており、マルチタッチ機能をサポー
トするために、接触層４００の底面側の導電層は、電気的に絶縁された６つの導電性領域
４００－１～４００－６に分割されている。
【００４８】
　６つの導電性領域は互いに電気的に絶縁されているため、６つの各導電性領域に対して
同時に指が触れると、各導電性領域は個別の出力信号を発生することができる。
【００４９】
　図３に示すように、６つの各導電性領域に同時に指が触れ、基板３００の上側および下
側電極にいっせいに電源Ｖｉｎが供給されると、６つの出力端子に６つの電圧信号が発生
する。
【００５０】
　各電圧信号は対応する導電性領域内の接触ポイントから発生する。
【００５１】
　次に、基板３００の上側および下側エッジの電極から電源Ｖｉｎが外され、今度は基板
３００の左側および右側エッジの電極に電源Ｖｉｎが供給される。
【００５２】
　タッチパネルの上面から６本の指を離さない限り、６つの出力端子に別の６つの電圧信
号が発生する。その結果、６つの各導電性領域は一対の信号測定結果に関連付けられ、一
方の信号測定結果は基板３００の左右のエッジと、他方の信号測定結果は基板３００の上
側および下側エッジと関連する。
【００５３】
　各信号測定結果対は、対応する導電性領域内の接触ポイントを推定するのに使用するこ
とができ、タッチパネル上の６点同時接触ポイントおよび唯一の接触ポイントを検出する
ことができる。
【００５４】
　図４Ａおよび４Ｂは、実施例に従って図３に示したマルチタッチ装置をどのようにして
コントロール回路に接続し制御するように構成したかを示すブロック図である。
【００５５】
　基板３００内に破線で示した６つのボックスは、接触層４００における６つの導電性領
域の投影を示している。ただし、隣接するいかなる導電層の間にも領域の重複はないもの
とする。
【００５６】
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　４つの各コントロール回路１１～１４は、基板３００のエッジに沿った少なくとも一組
の電極に接続されている。
【００５７】
　実施例によっては、コントロール回路はマルチプルスイッチを備え、各スイッチは対応
する電極でオン／オフ状態を制御するようになっている。
【００５８】
　電極に接続されたスイッチがオンされた場合、スイッチと電極を含む電気的なループ回
路が形成される。
【００５９】
　６つの導電性領域のいずれかに指が触れると、対応する出力端子で電圧出力信号が発生
する。
【００６０】
　ある実施例では、タッチパネルは、４つのコントロール回路を介しタッチパネルマイク
ロコントローラのような特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）と接続されそれによって制御
される。
【００６１】
　その他の実施例では、４つのコントロール回路はマイクロコントローラの一部をなして
いる。
【００６２】
　その他の実施例では、タッチパネルはマルチプルタッチパネルマイクロコントローラと
接続されており、各マイクロコントローラは１以上の指示についてタッチパネルの動作を
制御するのに関与している。
【００６３】
　図４Ａに戻り、特定の導電性領域内の指接触ポイント（すなわち、図中、Ｐ１）のｙ座
標を測定するために、基板３００における上側および下側対向エッジの２組の電極に電源
Ｖｍが供給される。
【００６４】
　コントロール回路１１および１２をいかに動作させるかにもよるが、タッチパネルは、
指が触れた導電性領域に関連する出力端子で１以上の出力信号を発生する。
【００６５】
　ある実施例では、基板３００の導電層内でのまくら状（pillow-shape）の電界ひずみに
よって発生するエラーを少なくする所定の方式に従って、２つのコントロール回路１１お
よび１２内のスイッチは、オンとオフを切り替えるように構成されている。
【００６６】
　例えば、コントロール回路１１および１２内の色々なスイッチは、指接触位置を検出し
ている過程においてオンとオフを同時に切り替えることができる。
【００６７】
　他の実施例では、一対のスイッチのうち、一つはコントロール回路１１内にありもう一
つはコントロール回路１２内に対称的に配置され、オンおよびオフを同時に切り替える。
【００６８】
　そうすることにより、同じ出力端子で複数の測定値が得られ、複数の測定値の平均値は
、指接触ポイントのｙ座標計算に使用される。
【００６９】
　実施例によっては、平均化測定は、基板３００のエッジに沿った一組のスイッチの位置
に応じ、複数の測定値に重みづけすることによって測定される。
【００７０】
　ただし、各コントロール回路内で満足できる測定値を得ることを目的としてマルチプル
スイッチを操作する多くの手法については当該技術分野において知られており、２００８
年５月６日に中国で出願された特許出願“タッチセンサー構造およびそのタッチセンサー
構造を用いた抵抗膜タッチパネル”（出願番号CN200810096144.6）は、そっくりそのまま
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本発明に組み入れることができる。
【００７１】
　上記中国特許出願に開示されている手法は本発明のいくつかの実施例によるタッチパネ
ルに適用することができる。
【００７２】
　抵抗膜多点タッチセンサー装置の接触層における、電気的に絶縁された導電性領域は、
タッチパネル全体の大きさの他に電子アプリケーションからの要求内容に応じ、異なる形
状および大きさとすることができる。
【００７３】
　例えば、図４Ａでは６つの各導電性領域は同じ寸法からなる正方形である。
【００７４】
　この構成は、接触ポイントのｘ座標およびｙ座標を測定するためにアプリケーションが
同じかまたは共通する分解能要件を持っている場合に望ましい。
【００７５】
　ある実施例では、各導電性領域は同じサイズかもしくは異なるサイズの矩形から構成さ
れている。この場合、タッチパネルはｘ軸およびｙ軸に沿って異なる分解能要件を持つこ
とができる。
【００７６】
　また、ある実施例では、上記導電性領域は規則的あるいは不規則な多角形で構成するこ
とができ、さらにまた、円や楕円であってもよい。
【００７７】
　図４Ｂは複数の導電性領域を有するタッチパネルの平面を示している。
【００７８】
　上記タッチパネルは上側および下側導電層を備えている。上側導電層は６つの長方形導
電性領域４３０－１～４３０－６に分割されている。
【００７９】
　下側導電性領域４２０は、その４つの角部に４つの電極１～４を備えている。
【００８０】
　接触ポイント“Ｐ７”のｙ座標を測定するため、電極１および２は電源の陽極に接続さ
れ、電極３および４は電源の陰極に接続されている。
【００８１】
　接触ポイントＰ７において上側導電層は下側導電層４２０と接触するため、導電性領域
４３０－４の出力端子には、接触ポイントのｙ座標に対して所定の関係（すなわち、比例
関係）にある電圧信号が発生する。
【００８２】
　ｙ座標の測定後、電極１および３が電源の陽極に接続され電極２および４は電源の陰極
と接続される。
【００８３】
　この場合、導電性領域４３０－４の出力端子には、接触ポイントのｘ座標に対して所定
の関係（すなわち、比例関係）にある別の電圧信号が発生する。
【００８４】
　ただし、ｘ座標およびｙ座標における電圧測定は、上側および下側導電層が接触ポイン
トＰ７で接触し、指がタッチパネルの上面から離れていない間の短時間で行われる。
【００８５】
　図５Ａ～５Ｃは実施例による複数の導電性領域を有するタッチセンサー装置を示すブロ
ック図である。
【００８６】
　図５Ａに示すように、タッチパネル５０５は長方形であり、その接触層は２０個の同じ
サイズの三角形に分割されている。
【００８７】
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　各三角形は固有の出力端子を備えた導電性領域５１０を示している。
【００８８】
　電源がタッチパネル５０５の対向するエッジに供給された場合、電圧出力信号を測定す
る図３および図４に関連して上記と同様の手法を用いれば、タッチパネル５０５の色々な
導電性領域での複数の指先同時接触ポイントについてｘ座標およびｙ座標を検出すること
が可能になる。
【００８９】
　一般に、接触層を複数の小さな導電性領域に分割することは、多点タッチパネルの分解
能を高めるのに役立つ。
【００９０】
　図５Ｂは、異なる形状および異なるサイズの複数導電性領域を含む接触層を備えたタッ
チパネル５１５を示している。
【００９１】
　ある導電性領域５２０は“Ｍ”形状をなし、他の導電性領域５３０，５４０は三角形状
をなし、各導電性領域は独自に出力端子を備えている。
【００９２】
　電圧出力信号を測定する図３および図４に関連して上記と同様の手法を用いれば、タッ
チパネル５１５の色々な導電性領域での複数の指同時接触ポイントについてｘ座標および
ｙ座標を検出することが可能になる。
【００９３】
　図５Ｂに示す構成のタッチパネルは、もし、異なる用途でそれゆえ異なる分解能要件を
持つために、タッチパネル上に色々な領域および／または色々な指示を設計する場合に望
ましい。
【００９４】
　例えば、図５Ｂに示されるタッチパネル５１５では、タッチパネルのエッジ部分と横方
向の分解能を、中心部と縦方向の分解能よりも高くすることができる。
【００９５】
　図５Ｃは複数の導電性領域を有する六角形タイプのタッチパネル５２５を示している。
【００９６】
　このタッチパネル５２５の接触層は６つの導電性領域５５０に分割され、個々の導電性
領域は等辺三角形になっており、独自に出力端子を備えている。
【００９７】
　この実施例において、特定の導電性領域に対し指接触ポイント“Ｐ”が存在するともの
とする。
【００９８】
　指接触ポイントの位置を測定するため、３つの異なった方向、すなわち、Ｘ－Ｘ′方向
、Ｙ－Ｙ′方向およびＺ－Ｚ′方向に沿ってタッチパネル５２５に電源が供給され、各方
向毎に、出力端子５６０に個別の出力信号が発生する。
【００９９】
　この出力信号を用いれば特定の位置の接触ポイントを測定することができ、上記３つの
方向について同様な手順を繰り返すことにより、接触ポイントについて３つの推定値が生
成される。
【０１００】
　３方向間の関係は既知であるため、３つの推定値のうち、任意の２つの推定値はタッチ
パネルでの接触ポイントを一意的に測定するのに使用することができ、そして三番目の推
定値はタッチパネル５２５における接触ポイントの位置精度を高めるのに使用することが
できる。
【０１０１】
　タッチパネルの分解能をさらに高めることが必要な場合、当該技術分野の熟練者であれ
ば上記以外の他の方向に沿ってさらに測定を実行することは容易に考えられる。
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【０１０２】
　図６は、実施例に基づく多数の導電性領域を備えた多点タッチセンサーパネルの断面図
である。
【０１０３】
　ただし、図示されている層の寸法は、例示を目的として示されているにすぎず、異なる
層は必ずしも実際の寸法を示しているものではない。
【０１０４】
　導電層６７０は、タッチパネルの基板の上面にＩＴＯやＬＥＰのような透明導電性材料
で被覆された層を示している。スペーサー層６６０は、導電層６７０上に積層されている
。
【０１０５】
　実施例によっては、スペーサー層６６０は二次元配列されたマイクロドットスペーサー
から構成されている。
【０１０６】
　マイクロドットスペーサーの配列は、上側導電層を下側導電層から分離させて不測のま
たは意図しない接触を避けるようになっている。
【０１０７】
　実施例によっては、マイクロドットスペーサーの配列は、ドットサイズ、高さおよび密
度の精密な制御が行える独自工程によって下側導電層６７０上に印刷される。
【０１０８】
　実施例によっては、所定のドット密度が、タッチパネルにおける操作方法を決定する。
例えばドット密度が低いものは指による接触には十分であるが、スタイラス状の入力装置
をサポートするにはよりドット密度の高いものが必要とされる。
【０１０９】
　実施例によっては、タッチパネルがよごれやほこりからダメージを受けることを避ける
ためおよび不測のまたは意図しない接触を避けるために、上側導電層と下側導電層の空隙
に陽圧が僅かに付与されている。
【０１１０】
　下側電極層６５０は、導電層６７０のエッジに沿って設けられており、下側電極層６５
０および導電層６７０は互いに電気的に接続されている。
【０１１１】
　実施例によっては、下側電極層６５０は電気的に絶縁された２以上の部分から構成され
、各部分は、図３に示したように、基板３００の同じエッジに沿って配置された一対の電
極と電気的に接続されている。
【０１１２】
　電源の陽極および陰極が、導電層６７０の対向する側のエッジにある２組の電極と接続
されると、その導電層６７０を通じて電流が流れ、電圧降下が生じる。
【０１１３】
　導電層６１０は、タッチパネルの接触層の底面にＩＴＯやＬＥＰのような透明導電性材
料で被覆された別の層を示している。
【０１１４】
　導電層６１０内の点線は、その層が電気的に絶縁された複数の領域６１０－１，６１０
－２および６１０－Ｎに分割されていることを示している。
【０１１５】
　上側電極層６２０は導電層６１０のエッジに沿って配置されている。
【０１１６】
　実施例によっては、この上側電極層６２０は、電気的に絶縁された複数のセグメントに
分割され、各セグメントは、上側導電層６１０における導電性領域６１０－１，６１０－
２および６１０－Ｎのうちの一つと電気的に接続されている。
【０１１７】
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　上側導電層６１０の導電性領域が下側導電層６７０と特定のポイントで接触するとき、
電圧信号は上側電極層６２０のあるセグメントを通り、対応する出力端子に送信された後
、タッチパネルに接続されているマイクロコントローラに送信される。
【０１１８】
　２つの絶縁体６３０はそれぞれ上側電極層６２０と下側電極層６５０の対向する側に付
着されており、２つの電極層６２０および６５０が互いに接続することを避けるため、そ
して、マルチタッチパネルを用いた電子アプリケーションの潜在的な不良を避けるように
なっている。
【０１１９】
　ある実施例では、２つの絶縁体６３０は両面接着層６４０によって一体化されており、
その他の実施例では、上記両面接触層６４０自体が絶縁体である。この場合、二つの上側
電極層６２０および下側電極層６５０は互いに、両面接着層６４０によって直接、付着さ
れるため、２つの絶縁層６３０は省略することができる。
【０１２０】
　図７は、実施例に基づく多点タッチセンサーシステム内のデータの流れを示した概略フ
ローチャートである。
【０１２１】
　多点タッチセンサーシステムはスクリーン７１０、アプリケーション－マイクロプロセ
ッサ７２０、タッチパネル－マイクロコントローラ７３０、および上記した多点タッチパ
ネル（以下、タッチパネルと呼ぶ）７４０を含んでいる。
【０１２２】
　ある実施例では、多点マルチタッチセンサーシステムは、例えば携帯電話、ゲーム機、
衛星利用測位置システム（ＧＰＳ）、および携帯情報端末（ＰＤＡ）のようなポータブル
式電子アプリケーション装置、又はそれらの一部である。
【０１２３】
　その他の実施例では、多点マルチタッチセンサーシステムは例えば銀行の支店にあるＡ
ＴＭ機、駅の自動発券機、図書館の図書検索システムなどの公共システムまたはそれらの
一部である。
【０１２４】
　その他の実施例では、多点マルチタッチセンサーシステムは、自動車電子コントロール
システムや製品製造コントロールシステムまたはそれらの一部である。
【０１２５】
　動作時において、タッチパネル－マイクロコントローラ７３０は、タッチパネル７４０
に対しコントロール信号１９を介して指令を送信し、複数の指接触または複数のペンツー
ルを用いてユーザーが同時に入力した指令や要求を検出する。
【０１２６】
　ユーザーの要求を受けて、タッチパネル７４０は上記した複数の導電性領域から複数の
出力信号２０を発生し、その出力信号２０をタッチパネル－マイクロコントローラ７３０
に送る。
【０１２７】
　タッチパネル－マイクロコントローラ７３０は、上記出力信号２０を処理して複数接触
の位置関連情報１７を測定し、この位置関連情報１７をアプリケーション－マイクロプロ
セッサ７２０（例えばＣＰＵプロセッサ）に送る。
【０１２８】
　アプリケーション－マイクロプロセッサ７２０は、位置関連情報１７に基づいて所定の
動作を実行し、動作結果１６をスクリーン７１０上に表示する。
【０１２９】
　例えば、ユーザーはスクリーン上に表示された画像を回転させるのに、多点指操作を行
うことができる。
【０１３０】



(13) JP 2010-55612 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

　スクリーン上での複数の指の移動に基づいて、アプリケーション－マイクロプロセッサ
７２０は初期画像を、例えば９０°回転させることにより回転した画像と置き換える。
【０１３１】
　実施例によっては、アプリケーション－マイクロプロセッサ７２０はまた、応答信号１
８をタッチパネル－マイクロコントローラ７３０に戻すようになっている。その応答信号
１８に基づき、タッチパネル－マイクロコントローラ７３０は新しい指令をタッチパネル
７４０に発することができる。
【０１３２】
　また、実施例によっては、アプリケーション－マイクロプロセッサ７２０とタッチパネ
ル－マイクロコントローラ７３０は、ＡＳＩＣのような一つの集積回路内の異なる回路領
域に相当する。
【０１３３】
　図８は、実施例に係る第一の多点タッチセンサーシステムを示すブロック図である。
【０１３４】
　タッチパネル８１０とタッチパネルドライバ（タッチセンサー装置ドライバ）８２０の
間に複数の通信路がある。
【０１３５】
　説明のため、タッチパネル８１０は図３に示したタッチパネルと同様な構成を持つもの
とする。出力端子Ｖｉｎ１～Ｖｉｎ６はそれぞれ上側導電層の６個の導電性領域に接続さ
れており、複数の指でタッチパネル８１０の上面に同時に触れたときに電圧信号を発生し
、出力するようになっている。
【０１３６】
　６つの導電性領域のうちのいずれかから出力信号が検出されると、タッチパネルドライ
バ８２０は中断信号８２７を使用してタッチパネル－マイクロコントローラ８３０に通知
する。
【０１３７】
　タッチパネル－マイクロコントローラ８３０はそれに応答して、オペレーション命令８
２５をタッチパネルドライバ８２０に送信する。
【０１３８】
　６つの導電性領域測定用電圧出力を含むオペレーション命令８２５は、電圧出力があれ
ば、その電圧出力を導電性領域におけるタッチイベントの座標に変換する。
【０１３９】
　実施例によっては、タッチパネルドライバ８２０は複数の電圧信号測定ユニットを含ん
でおり、各ユニットは１以上の導電性領域の監視を担当している。これら複数の電圧信号
測定ユニットは、並行して働くことができる。
【０１４０】
　実施例によっては、タッチパネルドライバ８２０は単一の信号測定ユニットを含むこと
ができる。
【０１４１】
　この場合、その信号測定ユニットは、タッチパネル上のすべての導電性領域を、一回に
一つの領域の割合でシーケンシャルに監視することを担当する。
【０１４２】
　ある実施例では、タッチパネルドライバ８２０とタッチパネル－マイクロコントローラ
８３０はかなり高い信号処理能力を持っている。そのため、多点タッチセンサーシステム
は複数の導電性領域のいずれかにタッチイベントがあるかどうかを検出することができ、
特定の導電性領域にタッチイベントがあれば、タッチイベントに相当する位置を推定する
ことができる。
【０１４３】
　また、色々な導電性領域でタッチイベントが連続的に測定されるが、ユーザーの視点か
ら見れば、それらは事実上同時に検知されることになる。タッチパネルドライバ８２０が
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単一または複数の信号測定ユニットを備えるかどうかは、多点タッチパネルが採用される
特定のアプリケーションに依存する。
【０１４４】
　複数で、同時または実質的に同時であるようなタッチイベントの位置を測定した後、タ
ッチパネル－マイクロコントローラ８３０は、スクリーン８４０上に表示され位置によっ
て特定されているオブジェクトについてオペレーションを実行する。
【０１４５】
　例えば、スクリーン８４０上に表示されたイメージを回転させるのにユーザーが多点指
操作を行った場合、タッチパネル－マイクロコントローラ８３０は、例えば９０°回転す
ることにより、初期のイメージを回転後のイメージに置き換える。
【０１４６】
　図９は実施例に係る第二の多点タッチセンサーシステムを示すブロック図である。
【０１４７】
　マルチタッチパネル９１０はマイクロコントローラ９２０と接続されている。
【０１４８】
　ある実施例では、マイクロコントローラ９２０は複数の回路を含むＡＳＩＣチップから
なり、その他の実施例では、マイクロコントローラ９２０は複数のＩＣから構成される電
子システムからなり、各ＩＣは特定の機能を持っている。
【０１４９】
　例えば、パネルドライバ９３０は、例えば図４Ａに示される色々なコントロール回路に
おいてスイッチをオン／オフに切り替える、スイッチング制御を担当している。
【０１５０】
　スイッチのオン／オフシーケンスを異なる方向に計画することで、多点タッチセンサー
システムは、同時であろうとなかろうと、異なる導電性領域でのタッチイベントにおける
ｘ座標とｙ座標を測定することができる。
【０１５１】
　マルチタッチパネル９１０はその出力信号を、色々な導電性領域からノイズフィルタ９
４０に送信する。
【０１５２】
　出力信号の解像度を高めタッチイベントの位置推定におけるエラーを低減することを目
的として、当該技術分野で知られている多くのノイズ抑制アルゴリズムを、上記ノイズフ
ィルタ９４０に実装することができる。
【０１５３】
　出力信号のノイズを抑制した後、ノイズフィルタ９４０はその出力信号をコントロール
部回路９６０のＡＤ変換器９５０に与える。
【０１５４】
　ＡＤ変換器９５０はマルチタッチパネル９１０から生成されたアナログ出力信号をデジ
タル信号に変換する。
【０１５５】
　上記ＡＤ変換器９５０の分解能は、ある程度、マルチタッチパネル９１０の分解能に影
響を与える。多点タッチセンサーシステムにおける代表的なＡＤ変換器は少なくとも８ビ
ットであり、１２ビット以上である可能性もある。
【０１５６】
　上記コントロール部回路９６０は、消去可能な記憶装置９７０を内蔵するかまたは接続
している。
【０１５７】
　実施例によっては、上記記憶装置９７０は、デジタル出力信号に基づいてタッチイベン
トの位置を測定するための１以上の信号処理アルゴリズムを記憶している。代表的なメモ
リーチップは少なくとも４Ｋビットかそれ以上である。
【０１５８】
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　上記コントロール部回路９６０は、上記記憶装置９７０から１以上の信号処理アルゴリ
ズムを読み出し、そのアルゴリズムを、上記ＡＤ変換器９５０によって発生したデジタル
出力信号に適用し、マルチタッチパネル９１０上のタッチイベントに対応する位置を測定
する。
【０１５９】
　実施例によっては、マイクロコントローラ９２０は１以上のインターフェイス回路９８
０を備えている。上記マイクロコントローラ９２０は上記インターフェイス回路９８０を
介し、同じ電子アプリケーション内で他の装置（例えば、図７に示すマイクロプロセッサ
７２０）または多点タッチセンサーシステムの外部にある、何らかの電子アプリケーショ
ンに接続されている。
【０１６０】
　タッチイベント情報は、インターフェイス回路９８０を介して他のデバイスまたはアプ
リケーションに送信される。他の装置またはアプリケーションはまた、インターフェイス
回路９８０を介し、命令を多点タッチセンサーシステムに送信する。
【０１６１】
　ある実施例では、インターフェイス回路９８０は特定のアプリケーションのために設計
された専用の装置であり、また、別の実施例では、インターフェイス回路９８０は、ＵＳ
ＢやＲＳ－２３２のように標準Ｉ／Ｏプロトコルと互換性のあるインターフェイス回路で
ある。
【０１６２】
　図１０は実施例に係る多点タッチセンサーシステムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【０１６３】
　図７～９に関連して上述したように、マルチタッチ検出システムは、通常、タッチセン
サー装置、そのタッチセンサー装置に接続されたマイクロコントローラ、およびそのマイ
クロコントローラに接続された電子アプリケーションを備えている。
【０１６４】
　上記タッチセンサー装置は、同時に起こる指接触を検出するように構成された電気的に
絶縁された複数の導電性領域を持っている。
【０１６５】
　導電性領に対しユーザーが複数同時接触したことを検出する（１０１０）のに応じて、
タッチセンサー装置は複数の出力信号を発生する（１０２０）。
【０１６６】
　ある実施例では、複数の同時接触のそれぞれについて１つの信号が発生される。
【０１６７】
　また、ある実施例では、複数の出力信号が同時に発生される。
【０１６８】
　また、ある実施例では、複数の出力信号が連続的に発生される。
【０１６９】
　さらに別の実施例では、複数の出力信号が複数組に分割され、特定の組内の出力信号は
連続的に発生される一方、異なる組から出力される出力信号は同時に発生される。
【０１７０】
　上記複数の出力信号はマイクロコントローラに送信される（１０３０）。
【０１７１】
　ある実施例では、マイクロコントローラはマルチ信号処理ユニットを備え、各ユニット
は１以上の出力信号を処理することを担当している。上記マルチ信号処理ユニットは、複
数の出力信号を並行処理する。
【０１７２】
　別の実施例では、マイクロコントローラは複数の出力信号について、一回に一つの信号
の割合で連続的に処理する、単一の信号処理ユニットを有している。
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【０１７３】
　さらにまた別の実施例では、マイクロコントローラは、出力信号に関連している導電性
領域にしたがって出力信号に優先順位をつける。
【０１７４】
　例えば、タッチパネルにおける特定の領域（例えば中心領域）での導電性領域に関連し
ている出力信号には高い優先度が与えられる。したがって、マイクロコントローラは、こ
の出力信号を他の導電性領域（例えばタッチパネルのエッジ近傍）に関連している他の出
力信号より優先させてまず一番目に処理する。
【０１７５】
　ある実施例では、導電性領域にランク付けまたは優先順位をつけるこの特徴は、その導
電性領域の異なるサイズを考慮に入れている。例えば、広い導電性領域からの出力信号は
、小さい導電性領域からの出力信号よりも先に処理される。
【０１７６】
　ある実施例では、導電性領域にランク付けまたは優先順位をつけるこの特徴は、多点タ
ッチセンサーシステムを使用する電子アプリケーションによって要求される。
【０１７７】
　例えば、コンピューターゲーム機やＡＴＭ機は、タッチスクリーン上の別のオブジェク
トについて同時かまたは先のユーザー選択があった場合にのみ、一つの指接触を通じ、ユ
ーザーが行ったオブジェクトの選択に応じてタッチスクリーン上の一つのオブジェクトに
関係する一つのオペレーションを実行することができる。
【０１７８】
　換言すれば、タッチスクリーン上の色々なオブジェクトに対するユーザー対話の固有の
シーケンスは、オブジェクトに対するユーザーの同時指接触の処理命令を必要とする。
【０１７９】
　ある実施例では、マルチタッチパネル上の色々な導電性領域は、タッチセンサーシステ
ムによってサポートされている色々なアプリケーションにふさわしい優先度が別々に付け
られる。
【０１８０】
　ある実施例では、この優先度の変更はユーザーによって設定可能である。
【０１８１】
　マイクロコントローラは、出力信号に応じて１以上のコントロール信号を発生し、その
コントロール信号を電子アプリケーションに送信する（１０４０）ように構成されている
。
【０１８２】
　電子アプリケーションは、複数のマンマシン・対話型オブジェクトを表示するスクリー
ンを含み、典型的なマンマシン・対話型オブジェクトは、テキスト、仮想のプッシュボタ
ン、イメージ、および仮想キーパッドを含んでいる。
【０１８３】
　電子アプリケーションはシグナルプロセッサを備え、コントロール信号に応じて、スク
リーン上のマンマシン・対話型オブジェクトの外観を変更する（１０５０）。
【０１８４】
　例えば、電子アプリケーションは、スクリーン上でユーザーが選択した画像を回転させ
るかまたはハイライト表示させることができる。
【０１８５】
　上述した明細書は特定の実施例を参照して説明されているが、上述した具体的な説明は
本発明のすべてを網羅するものではなく、実施例に記載されたそのままの形に限定される
ものでもない。
【０１８６】
　本発明は上記実施例の教示に基づいて多くの改良や変更を加えることが可能である。
【０１８７】
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　上記実施例は、本発明の原理およびその実用化について最も良く説明するために選択さ
れ説明されている。それにより、当該技術分野の熟練者であれば、意図する特別の用途に
適用させるために本発明および各種の実施例に様々な改良を加えて最善の利用形態にする
ことができる。
【符号の説明】
【０１８８】
　１１～１４　コントロール回路
　１００　基板
　２００　接触層
　２１０　信号出力端子
　３００　基板
　４００　接触層
　４００－１～４００－６　導電性領域
　４２０　下側導電性領域（下側導電層）
　４３０　導電性領域
　４３０－１～４３０－６　長方形導電性領域（上側導電層）
　５０５　タッチパネル
　５１５　タッチパネル
　５２０　導電性領域
　５２５　タッチパネル
　５３０，５４０　他の導電性領域
　５５０　導電性領域
　５６０　出力端子
　６１０　導電層
　６２０　上側電極層
　６５０　下側電極層
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